
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人塩田親雄の上告理由第一点について。

　所論はすべて、本件農地が上告人の財産管理人Ｄから訴外Ｅに売り渡され、同訴

外人から更に被上告人に転売されたことを前提として原判決の違法をいうものであ

るが、右転売は原判決の認定しない事実であるから、採用できない。

　同第二点について。

　論旨中、所論許可申請書の偽造をいう点は、原審認定にそわないことを主張する

ものであり、右偽造を前提として原判決の違法をいう所論は、すべて採用できない。

　論旨中、甲五号証（知事の許可書）甲八号証（許可申請書）等の書証の証拠価値

を云云する点は、原審の専権事項たる証拠の取捨判断を論難するに帰着し採用でき

ない。

　論旨中、不在者の財産管理人が解任されるまでは不在者の所在が事実上明らかと

なつても、不在者自身は自己の財産につき管理処分をする権限を有しないとの所論

を以て原判決の判断の誤りをいう点は、独自の見解を述べるにすぎず採用できない。

�

　なお、その余の論旨は、本件農地の権利移転につきなされた知事の許可は、その

許可書（甲五号証）の文面上、昭和三二年一二月二〇日に締結された上告人被上告

人間の売買契約を対象とするものであつて、被上告人が本件で主張する権利取得行

為、すなわち昭和三一年四月一一日上告人の財産管理人Ｄと訴外Ｅとの間に成立し

た本件農地の売買契約上の買主の権利を昭和三二年六月二八日被上告人が右訴外Ｅ

より譲り受けたとすることについては知事の許可がないから、被上告人の本件農地
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取得は無効というべく、これに知事の許可ありとした原判決の判断は違法であると

論ずる。

　しかし、原審判決（第一審判決引用）は、被上告人が上告人の所有に属していた

本件農地の売買契約上の買主の権利を同判示の如く譲り受けたことを認定した上、

その結果として右農地の所有権が上告人から被上告人に移転したことを判示してい

るのであつて、右認定判示は、挙示の証拠関係に徴し肯認できるから、上告人被上

告人間の右農地所有権移転につき知事の許可が原判示の如くなされたことを以て被

上告人の本件所有権取得を有効とした原審判断は正当であつて、所論違法は存しな

い。所論は、債権契約たる農地売買契約自体についても知事の許可を必要とすると

の独自の見解を農地法三条について主張するものであつて採用できない。�

なお、所論許可申請書添付の売買契約書に真実に反する事項の記載があつても、原

判決認定の事実関係のもとでは、未だ本件知事の許可処分の効力に消長を来すもの

とはいい難く、この点を云為する所論も採用できない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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